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○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
二
百
五
十
四
号

　

令
和
五
年
四
月
二
十
五
日
付
け
大
分
県
告
示
第
二
百
十
二
号
に
お
い
て
告
示
し
た
海
区
漁
場
計
画
を
変
更

し
た
の
で
、
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
四
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
変
更
内
容
等
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
漁
業
の
免
許
予
定
日
及
び
申
請
期
間

を
定
め
た
の
で
公
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

                                       

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎

一　

海
区
漁
場
計
画
の
変
更
内
容

　

１　

漁
場
計
画
番
号

　
　
　

別
表
の
と
お
り

　

２　

免
許
の
内
容

　
　

㈠　

漁
業
の
種
類

　
　
　
　

別
表
の
と
お
り

　
　

㈡　

個
別
漁
業
権
又
は
団
体
漁
業
権
の
別

　
　
　
　

別
表
の
と
お
り

　
　

㈢　

漁
業
時
期

　
　
　
　

別
表
の
と
お
り

　
　

㈣　

漁
場
の
位
置

　
　
　
　

別
表
の
と
お
り

　
　

㈤　

漁
場
の
区
域

　
　
　
　

別
表
の
と
お
り

　

３　

条
件

　
　
　

別
表
の
と
お
り

　

４　

関
係
地
区

　
　
　

別
表
の
と
お
り

　

５　

存
続
期
間

　
　
　

別
表
の
と
お
り

二　

保
全
沿
岸
漁
場
に
関
す
る
事
項

　
　

該
当
な
し

三　

漁
業
法
施
行
規
則
（
令
和
二
年
農
林
水
産
省
令
第
四
十
七
号
）
第
二
十
四
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項

　

１　

海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
意
見
の
概
要
及
び
当
該
意
見
の
処
理
の
結
果

　
　
　

海
区
漁
場
計
画
の
変
更
案
に
つ
い
て
異
議
な
し
と
の
意
見
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
案
の
と
お
り
海
区　

　
　

漁
場
計
画
を
変
更
す
る
こ
と
と
し
た
。

　

２　

漁
場
図

　
　
　

別
図
の
と
お
り

　
　
　

（
「
別
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
大
分
県
農
林
水
産
部
漁
業
管
理
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に　
　
　
　

　
　

供
す
る
。
）

四　

免
許
予
定
日

　
　

令
和
八
年
十
月
一
日

五　

四
に
係
る
申
請
期
間

　
　

令
和
八
年
七
月
一
日
か
ら
同
年
八
月
一
日
ま
で

令
和
八
年
六
月
十
六
日

令

和

八

年

号
　
外

六
月
十
六
日

（　火 曜 日　）

五
三

大
分
県
報
号
外
（
告
示
）

一

毎
週
　
火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
　 

発
行
人
　
大
　
分
　
県
　
　
編
集
　
い
づ
み
印
刷
株
式
会
社

（
定
価
　
一
箇
年
　
三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

（ ）


